
特別養護老人ホームスバル台 料金表        （2023 年 4 月 1 日現在） 

■ご利用料金について 

① <サービス利用料金（１日あたり）> 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金

額（自己負担額）と食事の提供に要する費用と居住費に係る費用の合計金額をお支払い下さい（上記費用は、

ご契約者の要介護度と段階に応じて異なります） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金  

要介護度１ 

5,730円 

要介護度２ 

6,410円 

要介護度３ 

7,120円 

要介護度４ 

7,800円 

要介護度５ 

8,470円 

サービス利用に係る自己 

負担額（1割負担の場合） 
573円 641円 712円 780円 847円 

サービス利用に係る自己 

負担額（2割負担の場合） 
1,146円 1,282円 1,424円 1,560円 1,694円 

サービス利用に係る自己 

負担額（3割負担の場合） 
1,719円 1,923円 2,136円 2,340円 2,541円 

 

② ◆その他加算 

 

サービス利用料金 

サービス利

用に係る自

己負担額 

（1 割負担

の場合） 

サービス利

用に係る自

己負担額 

（2 割負担

の場合） 

サービス利

用に係る自

己負担額 

（3 割負担

の場合） 

１．看護体制加算（Ⅰ）ロ 40円 4円 8円 12円 

２．看護体制加算（Ⅱ）ロ 80円 8円 16円 24円 

３．サービス提供体制強化加算 60円 6円 12円 18円 

４．日常生活継続支援加算 360円 36円 72円 108円 

５．夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 130円 13円 26円 39円 

６．栄養マネジメント加算 110円 11円 22円 33円 

７．初期加算    300円 30円 60円 90円 

８．外泊時加算 2,460円 246円 492円 738円 

９．安全対策体制加算  200円 20円 40円 60円 

１０．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（区分支給限度基準額の算定対象外） 

上記①及び②1～9までにより算定した単位数（自己負担分）

の 1000分の 83に相当する金額 

※9は入所時 1回のみ加算しております。 



１１．介護職員等ベースアップ等

支援加算 

上記①及び②1～9までにより算定した単位数（自己負担分）

の 1000分の 16に相当する金額 

※9は入所時 1回のみ加算しております。 

※令和 5年 4月現在 1.4.5.7.8.9.10を算定、2.3は算定しておりません。 

 

◆食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

 通常   

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

食事 の提供に 

要する費用 

１日 

1,580円 

１日 

300円 

1日 

390円 

1日 

650円 

1日 

1,360円 

 

◆居住に要する費用 

居住（滞在）  

に要する費用 

通 常    

（第 4段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第 1段階 第 2段階 第 3段階 

多床室   

（２・３・４人） 
1日 855円 1日 0円 1日 370円 1日 370円 

従来型個室 1日 1,171円 1日 320円 1日 420円 1日 820円 

 

特別養護老人ホーム スバル台 多床室 利用料金月額 

◆サービス利用料金 多床室（1 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 1 段階 

老齢福祉年金受給者 
27,063 円 29,171 円 31,372 円 33,480 円 35,557 円 

第 2 段階 

合計所得額 80 万以下 
41,323 円 43,431 円 45,632 円 47,740 円 49,817 円 

第 3 段階① 

80 万超 120 万以下 
49,383 円 51,491 円 53,692 円 55,800 円 57,877 円 

第 3 段階② 

120 万超 
71,393 円 73,501 円 75,702 円 77,810 円 79,887 円 

第 4 段階 

上記以外の方 
93,248 円 95,356 円 97,557 円 99,665 円 101,742 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 

 

 

 



◆サービス利用料金 多床室（2 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 4 段階 

 
111,011 円 115,227 円 119,629 円 123,845 円 127,999 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 

※単身世帯の場合、合計所得が 160 万円（年金収入のみなら 280 万円）を超えると 2 割負担となります。        

2人以上世帯の場合、世帯収入が 346万円を超えると 2割負担となります。 

 

◆サービス利用料金 多床室（3 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 4 段階 

 
128,774 円 135,098 円 141,701 円 148,025 円 154,256 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 

※単身世帯の場合、合計所得が 220万円（年金収入のみなら 344万円）を超えると 3割負担となります。 

 

・料金説明 

要介護３ 負担限度額認定 3段階① 多床室利用 1割負担の場合 

施設サービス費 712円 看護体制加算（Ⅰ）4円  日常生活継続支援加算 36円 

夜間職員配置加算 13円 介護職員処遇改善加算 64円  介護職員等ベースアップ等支援加算 12円 

食費 650円 居住費 370円 

1日合計 1,861円で 1 ヶ月 31日約 57,691円 の自己負担となります。 

その他事務手数料 1,000円／月です。 

特別養護老人ホーム スバル台 従来型個室 利用料金月額 

◆サービス利用料金 従来型個室（1 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 1 段階 

老齢福祉年金受給者 
36,983 円 39,091 円 41,292 円 43,400 円 45,477 円 

第 2 段階 

合計所得額 80 万以下 
42,873 円 44,981 円 47,182 円 49,290 円 51,367 円 

第 3 段階① 

80 万超 120 万以下 
63,333 円 65,441 円 67,642 円 69,750 円 71,827 円 

第 3 段階② 

120 万超 
85,343 円 87,451 円 89,652 円 91,760 円 93,837 円 

第 4 段階 

上記以外の方 
103,044 円 105,152 円 107,353 円 109,461 円 111,538 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 



 

◆サービス利用料金 従来型個室（2 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 4 段階 

 
120,807 円 125,023 円 129,425 円 133,641 円 137,785 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 

※単身世帯の場合、合計所得が 160 万円（年金収入のみなら 280 万円）を超えると 2 割負担となります。        

2人以上世帯の場合、世帯収入が 346万円を超えると 2割負担となります。 

◆サービス利用料金 従来型個室（3 割負担の場合）31 日間 

 要 介 護 1  要 介 護  2 要 介 護  3 要 介 護  4 要 介 護  5 

第 4 段階 

 
138,570 円 144,894 円 151,497 円 157,821 円 164,052 円 

※上記の金額は、利用費・食費・居住費の金額となっております。（各種加算は含まれていません） 

※単身世帯の場合、合計所得が 220万円（年金収入のみなら 344万円）を超えると 3割負担となります。 

 

・料金説明 

要介護３ 負担限度額認定 3段階 従来型個室利用 1割負担の場合 

施設サービス費 712円  看護体制加算（Ⅰ）4円  日常生活継続支援加算 36円 

夜間職員体制加算 13円  介護職員処遇改善加算 64円  介護職員等ベースアップ等支援加算 12円 

食費 650円 居住費 820円 

1日合計 2,311円で 1 ヶ月 31日約 71,641円 の自己負担となります。 

その他事務手数料 1,000円／月です。 

 

・利用開始方法（条件） 

特別養護老人ホームは、65歳以上の要介護３以上の認定を受けた方が御利用対象となります。 

申し込み書を提出して頂き入所判定を行います。判定の順位により利用開始となります。 

 

・問い合わせ 

担当のケアマネージャー（介護支援専門員）に利用の旨お伝えして頂くか、直接お電話頂いても 

構いません。 

 

・サービス 

日常生活の支援 介護 レクリエーション 機能訓練 健康管理を行っています。 


